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別添４－２０ 

 

令和３年度 厚生労働行政推進調査事業費補助金（慢性の痛み政策研究事業） 

分担研究報告書 

 

慢性疼痛診療システムの均てん化と 

痛みセンター診療データベースの活用による医療向上を目指す研究 

〜滋賀医科大学学際的痛み治療センターにおける慢性痛患者に対する集学的治療の活動報告〜 

 

研究分担者  福井 聖 滋賀医科大学医学部附属病院ペインクリニック科 病院教授 

 

研究要旨 

 難治性慢性疼痛患者に対し、多職種による器質的評価、生物心理社会的評価を行い、学際的

カンファレンスで治療方針を決定し、集学的治療を 77人（運動療法 69人、理学療法士による

運動療法と臨床心理士による認知行動療法の併用 4人、臨床心理士による心理療法と理学療法

士による短期(３回)の運動療法、運動指導の併用 4人）に施行した。また産業衛生医の協力の

もと復職支援のサポートを行った。集学的介入後に完全休職者 5名中 5名が業務軽減を受けた

中で職場復帰し，4名がフルタイムの安定した就労に移行した。部分休職者 2名はフルタイム

での就労に復帰した。多数の医療者研修会を通して、地域の慢性疼痛診療を担う医療者の育成

を行った。 

 

Ａ．研究目的 

多職種による学際的痛みセンターを構成し、

毎週木曜日に集学的診療を行うとともに、学

際カンファレンスを施行した。カンファレン

スをもとに治療方針を最終決定し、共通の認

識の下で個々の慢性疼痛患者に適した生物心

理社会モデルに基づいた患者評価、集学的チ

ームでの治療を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

学際的痛みセンターの診療体制は、麻酔科

ペインクリニック医２人、非常勤麻酔科ペイ

ンクリニック医１人、ペインクリニック医兼

疼痛漢方指導医１人、臨床心理士（公認心理

師）２人、看護師 2人、理学療法士３人、産

業衛生医 1人で構成した。多職種による学際

カンファレンスを木曜日に毎週、月４回（初

診 1回、再診含めて）行い、患者の器質的、

機能的、心理社会的要因を多面的に評価し、

治療方針を討議し、決定する体制を整えた。 

 

１：集学的評価、集学的チーム医療の構築 

学際的痛みセンターの集学的治療の内訳につ

いて報告する。 

１－１：集学的評価の構築、学際的痛みセン 

 

ターのチームカンファレンス 

痛みセンター問診票、red flagの器質的疾

患の検査の他、詳細にわたる評価を実施した。 

痛みセンターに紹介された慢性痛患者の初診

時の流れとしては、痛みセンター問診票は受

付、看護師により、最初の問診は看護師が行

い、その後、医師が診療、必要があれば、理

学療法士、臨床心理士という順で、チーム診

療を行った。 
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理学療法士は、集学的治療前後で、通常の痛

みセンター問診票に加えて、身体機能、運動

恐怖、中枢性感作 CSIなど以下の項目の評価

を集学的治療前後で実施した。 

機能評価 

 - VAS/NRS（疼痛強度）、- ROM（関節可動域）、 

質問紙表 

 - RMDQ / NDI （機能障害）、 SF-MPQ-2（疼

痛強度・質）、- TSK（運動恐怖： cutoff 39/40） 

 - SCI（中枢神経感作症候群：cutoff 39/40） 

 - IPAQ short form（身体活動量）、- LSA（生

活の広がり）を行った． 

理学療法士による社会背景因子の問診として

は，職業と労働災害の有無，生活保護の有無，

交通事故の有無，精神科通院歴・向精神薬の

使用などを主に調査した。 

 

１－２：慢性痛患者の ICD 11に基づいた病

名分類 

学際的カンファレンスで集学的評価、治療

を行っている難治性慢性痛患者、痛みについ

ては、ICD- 11に基づいた病名分類を、学際

カンファレンス時にスタッフ全員で行なって

いる。 

 

１－３：運動療法、理学療法士との集学的治

療、インターベンショナル治療との併用 

運動器慢性疼痛患者では、どのような原因

であれ、筋肉への負荷のアンバランス、姿勢

のアンバランス、筋肉の硬直などによる、筋

筋膜性疼痛がある。様々な運動連鎖による、

顔面、頚部、肩、背部、上肢、腰部、下肢の

連鎖による痛みが多い。問診、神経学的所見

を含めた身体所見，理学所見、器質的診断で

の red flag, yellow flag（心理社会的要因）

の診断、評価を適切に施行することが，重要

であることはいうまでもないが、臨床の現場

では、機能的診断が抜けていることが非常に

多い。 

ペインクリニック外来で、理学療法士によ

り機能的診を行い、同じ場所で、情報交換し

ながら、機能的診断、運動療法、認知行動療

法的アプローチを行う運動療外来を週 1回開

設することで、運動器慢性疼痛の機能的診断、

および治療の質の向上を行っている。 

ペインクリニック外来で、理学療法士によ

り機能的診を行い、インターベンショナル治

療、薬物療法と併用して、理学療法士と医師

によるプチ集学的治療の運動療外来を週 1回

開設し、同じフロアで、機能的診断、治療状

況を共有している。 

15 年度に山口県で鈴木らが施行した「山口

県腰痛 study」から得られた最新の知見によ

ると、理学所見を適切に施行し，診断的神経

ブロックなどの手技を組み合わせれば，運動

器慢性痛の正確な診断・治療を行うことは可

能であると考えられる。 

運動療法のニーズは患者多数に及ぶため、

機能的診断を最初に行い、器質的、機能的診

断に応じた運動指導を３回痛みセンターで行

っている。長期フォローの必要ある患者は、

地域の理学療法士がいる近隣地域の整形外科、

もしくは運動施設との連携で長期運動療法を

行っている。 

 

１－４：認知行動療法と運動療法による集学

的治療 

適応となる慢性疼痛患者に対して、臨床心

理士による認知行動療法と、理学療法士によ

る運動療法の組み合わせによる集学的治療を、

週 1回上限 10回を目安に介入を実施した。 
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１－５：疼痛漢方外来 

疼痛漢方指導医による東洋医学的診断に基

づく、東洋医学的治療（漢方治療）を取り入

れた。 

 

２：学際的痛みセンターと地域連携の構築、

産業医の連携による復職支援の試み 

また痛みセンターと産業医の連携のモデル

を構築し、集学的治療の後に、産業衛生医と

職場責任者などの交渉を行い、個々の患者、

職場状況に応じた復職支援を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

iPad痛みセンター問診システムの構築に

より、学際的痛みセンターの医療者は受診患

者全員が診察前に入力した患者プロファイル、

各種問診表の結果を見ながら問診、診察を行

った。 

 

１：集学的評価、学際的痛み治療センターで

のチームカンファレンス 

週１回、月４回（初診、再診含めて行った）、

ペインクリニックに関わる医師、理学療法士、

臨床心理士（公認心理師）、看護師が集まり、

チームカンファレンスを行った。カンファレ

ンスでは、症例の ICD-11に基づく診断名の確

認、レッドフラッグなどの確認に加えて、再

診患者の介入内容の進捗状況の確認、スタッ

フ間での情報共通や今後の方針の共有化を行

った。 

多職種による学際的カンファレンスで治療

方針を決め、集学的治療を 77人；運動療法を

69人、運動療法と認知行動療法の併用を4人、

心理療法を４人に施行した。 

ICD-11に基づいた分類では、運動療法と認知

行動療法の併用した患者では、昨年から

primary chronic wide spread pain、primary 

chronic neck painが多数をしめるようにな

った。 

 

２Ａ：運動療法、理学療法士との短期集学的

治療 

理学療法士が、身体の機能的な評価を行う

ことで、姿勢、筋コンディショニング、関節

の評価が可能になり、機能的診断からインタ

ーベンショナル治療のターゲットが明確にな

ることも多くなった。 

 また神経ブロックを行ったあとに、理学療

法をすることで、運動恐怖の強い慢性疼痛患

者はスムーズに運動療法に移行することがで

きた。インターベンショナル治療で痛みが軽

減している時点で、関節可動域訓練を行い、

その後自動運動にもっていくと、セルフケア

にもっていきやすいことがわかった。 

 理学療法士が簡単な認知行動療法的アプロ

ーチを、患者と会話しながら身体の治療をま

ず行うことで、運動療法、チーム医療の有効

性がさらに高まると考えられた。 

単独の治療だけでなく、同じフロアで理学療

法士による機能的診断を共有し、慢性疼痛患

者の痛みをインターベンション治療で緩和す

ると、運動療法がスムーズに行うことができ

た。 

 腰部脊柱管狭窄症の神経根症においても、

機能的診断に基づいた運動療法を行うことで、

保存的治療が奏功率が向上することもわかっ

てきた。 

このような結果については、セミナーなどで

啓発、レクチャーを行っている。 

 

２Ｂ：運動療法、インターベンショナル治療

と運動療法の併用 

インターベンショナル治療と運動療法の組

み合わせは、慢性疼痛患者の痛みを緩和して、

身体活動を促進し，ADLや QOLの改善・向上

につなげるというコンセプトで、パルス高周

波法と運動療法の組み合わせが、オランダ、

スイスを中心に欧州で盛んに施行されている。 

高周波治療（高周波熱凝固、パルス高周波治

療）では、開発したオランダでは、現在８０％

が、パルス高周波治療と運動療法の組み合わ

せに移行している。本邦でも今後のエビデン

ス作りが必要である。 

今後は、機能的評価の、集学的評価のもと、

チーム治療の一環として、パルス高周波治療

と運動療法の組み合わせを行うことが望まし

いと考えられる。 

理学療法単独では対処ができない難治性椎
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間関節性腰痛、椎間板性腰痛に対して、後枝

内側枝パルス高周波法、椎間板内パルス高周

波法と運動療法の組み合わせで、治療を行っ

た。 

 

３：慢性疼痛に対するインターベンショナル

治療 

慢性疼痛患者に対しても、インターベンシ

ョナル治療が奏功する患者は、一定数存在す

る。  

従来、あまり効果がないと考えられてきた

帯状疱疹後神経痛患者でも、神経根のパルス

高周波法が奏功し、薬物が半分ほどに減量で

きたり、中止することができる患者が多いこ

とが判明した。繰り返し施行することで、蓄

積効果が得られ、疼痛緩和が得られる患者が

存在することがわかってきた。今後はどのよ

うな患者に鎮痛効果が得られるか、またどの

程度の患者にどのような効果を得ているか、

総説だけではなく、データとしてもまとめて

いきたい。症例ベースを報告を順次、学会な

どで行っていく予定にしている。 

 運動器疼痛に対しても、診断的治療として

のインターベンショナル治療も多く行って、

主に X線透視下で下記のような治療を行った。 

X線透視下神経ブロック：877件 

・通常の神経ブロック治療 460件 

腰部の神経根ブロック、腰椎ファセットブロ

ック（後内側枝ブロック）、等：326件 

頸部の神経根ブロック、腕神経叢ブロック、

等；48件 

胸部の神経根ブロック、腰椎ファセットブロ

ック（後内側枝ブロック）、等：71件 

頸部硬膜外ブロック：15件 

・パルス高周波法、高周波熱凝固法：490件 

胸部神経根パルス高周波法：77件 

腰部の神経根、腰椎ファセット（後内側枝）、

パルス高周波法、高周波熱凝固等：287件 

頸部の神経根パルス高周波法：97件 

仙腸関節後枝パルス高周波法、高周波熱凝固

法：29件 

慢性疼痛では、生物心理社会モデルに基づ

いた患者評価のもとに治療方針をたてること

が重要で、適切な評価をした上でインターベ

ンショナル治療を行うと痛みが軽減・緩和さ

れ患者の生活の質（QOL）が改善されることが

多い。また、インターベンショナル治療は、

痛みが緩和することでリハビリテーション、

運動療法が行いやすくなり、多職種によるチ

ーム医療が行いやすくなるメリットがある。 

しかし、インターベンショナル治療は専門

家以外の医療従事者にその内容と適応が十分

に理解されているとはいえず、効果的な診療

連携を推進するために非専門家向けの啓蒙が

重要課題である。今年度も啓発のためのセミ

ナーを行った。 

今後は、エコーガイド下神経ブロック療法、

入院での神経ブロック療法、低侵襲手術の拡

大、実施が課題と考えている。 

 

４：運動療法と認知行動療法の併用による集

学的治療 

2017年から 2020年まで、当院で集学的治療

を行った頚肩腕症候群の背景、結果をまとめ

て報告した。 
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今年度は週 1回、計８～10回、理学療法士

による運動療法と臨床心理士による認知行動

療法の併用による集学的治療を 4人に行った。 

運動療法は、患者教育で治療の意義と有効性、

予後などを説明し適切な情報と安心感を与え

ること、痛みを持つ患者の「認知」や「情動」

「行動」にターゲットを置き日常生活動作や

身体機能、生活の質を含む「社会参加」など

をサポートすること、痛みがあっても、機能

改善に取り組むことを、主な目標として取り

組んだ。 

休業中の患者に対しては、仕事のシュミレ

ーションをメインに、仕事日数、仕事への自

信、身体能力の向上などを目標に運動療法を

行った。 

認知行動療法では，①心理教育と目標設定，

②呼吸法・筋弛緩法・自律訓練法等の患者自

身が行うリラクセイション，③活動と休憩を

時間に基づいて設定し無理のない活動のペー

ス配分を把握した上で活動量の漸増を促す段

階的活動化，終結時の④再発予防を必須コン

ポーネントとして行った。さらに，必要性に

応じて以下の介入を提供した。 

認知再構成法；痛みや物事への認識の仕方に

より感情的苦痛・行動制限がみられる場合は

自動思考のモニタリングと認知再構成法を行

った。 

段階的曝露法；運動恐怖による活動制限が

顕著な場合は，患者が過度に恐怖を感じてい

る特定の活動に挑戦してもらい，想定してい

るような悪い事態は起こらないことを確認す

る，段階的曝露法を行った。 

 

４人の集学的治療患者のうち、産業衛生医

から紹介いただいた慢性疼痛患者は、職場の

問題点を考慮して、職場復帰訓練などの復職

サポートを行った。産業衛生医が職業外来を

している膳所診療所からの紹介前に、各事例

について学際的痛み治療センターでの事前カ 

ンファレンスにおいて症例の概要や問題点を

伝えていただき、集学的治療の適用を確認し

た。一方で、県内外の施設から集学的治療目

的に紹介される患者では、集学的治療 CBTの

適応とならない患者が多く、京滋地区での慢

性疼痛治療、集学的治療のさらなる啓発の必

要性を痛感している。今年度は集学的治療の

啓発のためのセミナーを２回行った。 

 

５：慢性痛患者の就労支援、復職支援の試み。 

 産業医が慢性疼痛検診を行っている膳所診

療所より、慢性頚肩腕症、慢性腰痛症、chronic 

wide spread painなどの症例の紹介を受け、

集学的診療と理学療法士と臨床心理士が連携

した認知行動療法、運動療法から構成される

集学的治療介入を実施した。 

集学的介入の適応判断のため、患者紹介の

前に滋賀医科大学医学部附属病院にてカンフ

ァレンスを開くようにしており、事前の情報

により、よりスムーズな患者教育、集学的治

療への移行ができた。 

産業衛生医との連携は、紹介前にあらかじ

め、学際的痛みセンターで、患者のプレゼン

などの情報提供を行っていただくことにより、

集学的治療の適応になるかどうか、あらかじ

め話し合うことで、スムーズな連携につなが

ることができた。今後は、欧米のかかりつけ

医と痛みセンターの連携のように、地域の慢

性疼痛診療にたけた医師と、そのような密な

連携ができることが臨まれる。そのためには

地域での人材育成が必要不可欠である。 

集学的治療による復職支援に関しては、 

８名中、5名が完全休職，2名が部分休職， 

1名が痛みに伴う失職であった。 

男性 1名，女性 7名，介入前の平均年齢は 

43.75歳(SD=8.35)であった。4名が労働者 

災害補償保険を受給していた。 

集学的介入後に完全休職者 5名中 5名が 

業務軽減を受けた中で職場復帰し，4名が 

フルタイムの安定した就労に移行した。 

部分休職者 2名はフルタイムでの就労に 

復帰した。 

痛みセンターでの集学的介入によって，就

労困難を抱えた患者でも、75%で就労状況の改

善が見られた。よりスムーズな就労改善を 

見込むには，精神疾患のリハビリ勤務のよう

な段階的な復職が慢性痛にも適用され，普及

することが望まれる。 
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コロナ禍のため症例数は少ないが、地域連

携、復職支援のモデルとして、引き続き行っ

ていく予定である。 

 

６．疼痛漢方外来 

東洋医学的、統合医療的な診断、治療は、局

所だけにとらわれがちな西洋医学と異なり、

患者の心身全体の状態から整えていくことが

痛みの治療につながるというコンセプトであ

り、治療手段の少ない難治性疼痛に対して、

非常に役立つことがわかった。エビデンス構

築としては、現在脳レベルでの影響を基礎研

究している。 

様々な補完医療を取り入れることは、米国、

ドイツ、英国でも行われており、きっちりし

たエキスパートのもとに診療体制を構築し、

教育、指導体制を作っていきたいと考えてい

る。共催セミナーで、ドイツの痛みセンター

における補完代替医療、統合医療の講演、セ

ミナーを行った。欧州特にドイツの治る治療

はどんどん取り入れていくというフレキシブ

ルな状況は非常に刺激的であった。ドイツで

は、様々な統合医療が保険診療で認められて

おり、さらに講演会、セミナー、シンポジウ

ムなどを開催して、日本でも施行可能なよう

に、海外の痛み医療の状況をひろめていきた

いと考えている。 

 

７；様々な広い心理療法の重要性 

臨床心理士による慢性疼痛患者の心理社会的

評価、認知行動療法などをはじめとする心理

療法など、サイコロジストの存在は集学的治

療には必要不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度は、関西医大心療内科で研修した、臨

床心理士に、精神分析型のアプローチを、並

行して行った。 

難治性慢性疼痛患者で、CBTの適応になる

患者は 10%程度と少なく、ACT,Mindfulness

を合わせても 2～30%程度と考えられる。様々

なフレキシブルに難しい患者さんの、苦悩の

ところを理解し、適切なアドバイスを痛みセ

ンターのスタッフにもしていただくことが大

切であることがわかった。 

最初の患者評価のところでは、専門の施設

でトレーニングしたスキルの高い臨床心理士

の存在がとても重要であることが実感できた。 

慢性疼痛に対しては、CBT,ACT,Mindfulness

しか、エビデンスになりにくいが、NBMのと

ころでは、フレキシブルに対応できるセラピ

ストとの連携、育成が必要不可欠であること

を実感しており、サイコロジストを研究班や

慢性痛の学会に多数入れて必要性を痛感して

いる。 

その中で、どのような心理療法が日本の慢

性痛患者に有用で有効であるか、広く討論し

ていくことが、日本の慢性痛治療の発展につ

ながると考えている。 

今年度は心理的に対応が難しい難治性患者に

関して、関西医大痛みセンターと紹介連携す

ることができた。 

 

８；医療者研修会、医療者研修 

慢性の痛み対策として H29年度に開始され

た慢性疼痛診療構築モデル事業は、R2年度か

ら慢性疼痛診療システム普及・人材養成モデ

ル事業（以下モデル事業）と名称を替え、全

国 8地区にて取り組みが進められている。近

畿地区では、H30年度から「産業医」「開業医」
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「歯科口腔外科」「リハビリテーション療法

士」「心理士」など、特定の職種ごとに事業を

細分化してそれぞれの領域における課題につ

いて共有しセミナーを開催してきた。 

 

令和３年度の新たな取り組み 

今年度は奈良医科大学と独立行政法人国立

病院機構大阪南医療センターに厚労省政策研

究事業が認定した痛みセンターが開設した。

大阪南医療センターの痛みセンターは、関節

リウマチ患者を対象に緩和ケアチームがサポ

ートするという独自の取り組みである。運営

が軌道に乗れば、痛みセンターの一つのモデ

ルとなることが期待できる。 

慢性痛で苦しみながらも適切な医療機関の

受診に至っていない方などに情報発信する目

的で患者向け HP「いたきんネット」を立ち上

げた（http://itakinnet.html.xdomain.jp/ 

「いたきん」は、「痛み」 「近畿」から）。

近畿地区の９つの痛みセンターとその連携施

設を示し、慢性疼痛に対する集学的診療の内

容をわかりやすく示すとともに具体的な受診

方法を広報した。 

慢性疼痛患者には精神科疾患を合併してい

る場合も多く、精神科の協力が必要であるに

もかかわらず連携できる機関が限られてきた。

そのため今年度の目標として精神科との連携

推進を掲げていた。しかしながら、実際には

関西医科大学での院内での連携、千里山病院

と近隣の精神科専門病院との連携など個人的

な連携にとどまった。一方、新しい国家資格

である公認心理師の医療機関での役割に焦点

を当てたセミナーを開き（心と身体の痛みセ

ミナー2022.01.29）、現在痛みセンターで活躍

している公認心理士の現状と課題について共

有した。本課題は長期的視野に立ち取り組み

を進めていく必要がある。 

 

今後の課題 

痛みの原因を明らかにすることが困難で

様々な治療で緩和しない痛みを持つ患者は、

より良い治療を求めて多数の医療機関を受診

する傾向がある。このような痛みに対して画

期的な治療法がないのが現実ではあるが、痛

みと共に生活することにも視点を移しサポー

トする体制を整えることが求められる。この

目的を果たすためには、医療者への啓蒙を進

めるだけでなく、地域における診療ネットワ

ークの情報を一般市民に伝えることも重要で

ある。今後の課題として、モデル事業に中心

的な役割を果たしてきた事業や施設が共同で

一般市民向けに情報発信していきたい。 

 

研修会の開催回数：  18  回 

 研修会の受講者数：  1,576 人 

研修会に参加した診療科・職種 

研修対象医療機関数： 約 150ヶ所 

 研修対象者数：    1576人 

  （内訳） 

医師  543人 

歯科医師  257人 

看護師  82人 

理学療法士  274人 

作業療法士  74人 

心理士  148人 

薬剤師  21人 

介護職  71人 

保健師  8人 

その他  72人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業界で発生する慢性疼痛診療連携事業 

 

１．セミナーの開催 

2021年 11月 14日（日）に産業医慢性痛セ

ミナーを開催した（共催；滋賀県医師会、滋

賀県産業医会、大阪府保険医協会産業医対策

委員会、近畿産業衛生学会職業性筋骨格系障

害研究会、後援；滋賀県産業保健総合支援セ

ンター、滋賀県、大阪府）。感染対策のため、
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滋賀会場（滋賀医科大学）と大阪会場（大阪

府保険医協同組合会館）における対面とオン

ラインのハイブリッド開催とした。参加者は

101名（滋賀会場 38、大阪会場 47、オンライ

ン 9、登壇者 7）。内容は、久郷真人先生が、

慢性作業関連性運動器疼痛に対する外来個別

型集学的治療の実際について復職事例を交え

て紹介した。次に、愛知医科大学学際的痛み

センターの井上真輔先生が、職場復帰支援に

おける入院型身体・心理教育アプローチ（ペ

インキャンプ）の成果について講演した。最

後に、内田洋行健康保険組合/慶応義塾大学医

学部神経内科の舟久保恵美先生が、職場の管

理者や労働者が学習できる慢性痛予防

e-learningプログラムについて紹介した。 

 

２．診療連携 

令和 2年度と同様、新型コロナウィルス感

染症拡大の影響により症例紹介数は減少した

が、膳所診療所から滋賀医科大学付属病院学

際的痛み治療センターへ 3事例相談した。う

ち 1例は、治療終了後のフォロー期間中に職

場の負荷が強くなり休業に至ったケースで、

心理的アプローチを中心にフォローを継続し

ている。残りの 2例は、現時点で復職には至

っていないものの、いずれも痛みの軽減、ROM

の改善、筋硬結所見の改善などを認めた。今

後も、症例数及び連携医療機関の増加が必要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業医とリハビリ療法士の慢性疼痛診療連

携事業 

昨年度と同様、新型コロナ禍において施設

相互訪問が困難な中、開業医・リハビリテー

ション療法士の慢性疼痛診療連携事業として

オンライン配信にて 2回の医療者セミナーを

行った。第１回では専門医療者(整形外科領域

と心療内科領域)による学術的かつ実践的な

講義を行った。第２回では、実際の慢性痛患

者への対応方法・コミュニケーションについ

て、講義方式ではなく診療シミュレーション

動画を提示しながらのディスカッション形式

で行った。昨年度から採用しているこのシミ

ュレーション提示方式は、開業医施設での慢

性痛患者と医療者とのやり取りの例を示した

ものである。大変好評を得ており、慢性痛治

療への敷居が高いと感じている医療者に対し

て、患者へのアプローチ法を例示することが

出来る。開業医事業ではさらに、連携施設を

対象に慢性痛についてのポスターを配布し、

医療機関の待合室などでの掲示を促すことで、

慢性痛に対する理解や適切な対処法の広報に

努めた。 

今年度も本モデル事業においてセミナーを

継続的に行うことにより、開業医に関わる幅

広い領域での医療者の問題を共有できるとと

もに、リハビリ療法士のみならず看護師や医

療事務員に至るまでのコメディカルの育成や

スキル向上を図った。時間の制約のある医師

のみならず理学療法士を筆頭としたコメディ

カル各々が治療の一端を担うことで、地域医

療における慢性痛治療を成功に導くことにな

ると考えている。しかし、煩雑な慢性痛治療

を実施するに値する診療報酬の扱いなど、医

療制度上の問題については未だ課題の残ると

ころである。 
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心療内科による慢性疼痛診療連携事業 

【セミナーの開催】 

・第 12回関西痛みの診療研究会（当番世話

人：中西 美保先生）：3つの一般演題と 2つ

の特別講演を開催した。参加者は 45名(会場

18名、オンライン 27名)で、医師 33名、心

理士 6名、他に看護師、理学療法士などであ

った。 

・第 2回心と身体の痛みセミナー：医歯心の

円滑な連携を促進することを目標として昨年

度から開催している。「慢性疼痛診療における

潤滑油としての心理士（師）の役割と課題 コ

ンサルテーションを考える」をテーマに 1つ

の症例報告、2つの講演を開催した。参加者

は80名で医師・歯科医師が約40%、心理士（師）

が約 40%と、目的に則した職種の人に参加し

てもらえたと言える。 

・他領域主催のセミナーでの講演：頭痛セミ

ナー、開業医・リハビリテーション療法士セ

ミナー、慢性痛集学的診療セミナー、歯科セ

ミナー、地域医療介護連携セミナーで講演を

行った。 

【診療連携】他のモデル事業連携施設に 2名

の患者を紹介し、10例の患者の紹介を受けた。

いずれも集学的な病態評価、診療が必要な患

者であり、多彩な専門分野を持つ施設が参加

しているモデル事業ならではの連携と考えて

いる。慢性疼痛に伴う精神症状を診療しても

らうために、精神科に連携医療機関として参

加してもらうよう働きかけを行ない、現時点

で 5つの医療機関に賛同し参加してもらって

いる。 

【地域連携】関西医科大学附属病院痛みセン

ターに新たに精神科が参加し、12月には地域

の痛み診療に携わる医師、メディカルスタッ

フを対象とした独自の Webセミナーを開催し

た。4月から 2月までに痛みセンター心療内

科部門へは 68名の患者紹介があり、うち地域

からの紹介は 64.7%を占めており、地域連携

による慢性疼痛診療の中核病院としての機能

を果たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慢性疼痛に対する集学的診療推進事業 

慢性疼痛の集学的治療は医療職の間でも十

分に周知されているとは言えない。昨年まで

の本活動をふり返り、今年度の取り組みを報

告する。 

今年度の目標と取り組み 

１． すでに集学的診療を行っている医療機

関のレベルアップ 

集学的診療セミナー（以下、セミナー）

2回開催 

２． 市民への集学的診療の啓発動画作成 

３． 集学的診療を提供する医療連携のさら

なる充実 精神科連携 

 

１．第１回 セミナー 

21年11月28日 奈良県医師会館にてハイ

ブリッド開催した。渡邊恵介先生が集学的診

療の概説と奈良医大の慢性疼痛外来について

講演された。また、関西一円の集学的診療の

担当者がそれぞれの施設、職種での診療の実

際を報告した。参加者は会場 6名、オンライ

ン 43名、医師、歯科医師をはじめ療法士、看
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護師、薬剤師など多職種であり、質疑応答は

会場からだけでなく、オンラインからもあり、

ハイブリットの利点を生かした。 

２．動画作成 

 一般の人たちに慢性痛医療に関心を持って

もらうこと、診療ネットワークへの受診につ

なげることを目的に4分35秒の動画を作成し

た。登場人物は実際の患者 5人と患者家族 1

人、医師 1人である。本モデル事業の HPにア

ップし、関連施設からリンクを貼っている。 

３．精神科連携 

千里山病院集学的痛みセンターと近隣精神科

病院との連携を模索した。関係者で話し合い

を重ね、21年 10月には合同カンファレンス

を開催し、紹介患者ら 2例の症例報告と意見

交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本痛み財団共催の慢性疼痛診療研修会 

近畿地区でも、慢性の痛みの診療にたずさ

わる医療者として、厚労省委託、日本いたみ

財団認定の、いたみマネージャー、いたみコ

ーデイネーターを育成すること、認定医療者

を増やすことが必要である。必要最低限度の

知識を共有することで、痛みセンターの医療

者、連携医療施設のレベルアップを引き続き

図っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慢性頭痛の診療連携事業 

富永病院・頭痛センターは集学的痛みセン

ター（B）の承認を受け，年間約 4,000例の頭

痛患者を診療している．慢性頭痛の症例を大

阪府下はじめ関西全域から広く受け入れ，特

に難治症例に関しては，入院での加療も積極

的に行っている．関西医大心療内科より毎週

火曜日に公認心理士の派遣を受け，入院・外

来の慢性頭痛患者に対して，心理療法の介入

および医師，看護師，理学療法士での多職種

カンファレンスを月 1回行っている．当院で

主催しているオンライン頭痛教室では，「頭痛

に対する心理士からのアドバイス」として講

演し，多くの頭痛患者に好評であった． 

セミナーは 2回開催し，1回目は 9月 26日

に，抗 CGRP関連抗体薬の登場で注目されてい

る片頭痛をメインに，「いろいろな診療科で遭

遇する片頭痛：彷徨う患者たちを救う！」と

題して，片頭痛専門医として活躍される先生

方のオンライン講演を開催した．総論（西郷

和真先生），慢性片頭痛と薬剤使用過多による

頭痛（髙橋牧郎先生），片頭痛の抗体医薬（菊

井祥二先生），片頭痛と多診療科の連携として，

婦人科（内藤子来先生），眼科，耳鼻咽喉科（團

野大介先生 ），麻酔科（前田 倫先生），心療

内科（水野泰行先生）．小児科（下村英毅先生），

片頭痛の鑑別疾患として，可逆性脳血管攣縮
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症候群，脳静脈血栓症（下田雅美先生），低髄

液圧症候群（光藤 尚先生）と多彩な講演内容

で，好評を博した．59名の参加者を集め，今

後，片頭痛の多診療科の連携が進むと考えら

れた． 

2回目は 12月 26日に，大阪大学の石垣尚

一先生との共同企画で昨年に引き続き，「歯科

医師のための Headache Academy 2」として，

三叉神経・自律神経性頭痛（TACｓ）の診かた

について，ハイブリッド講演を行った．120

名と多くの医師，歯科医師の参加者を集め，

TACsの病態と分類（今井 昇先生），群発頭痛

の臨床像と診断（西郷和真先生），治療（前田 

倫先生），三叉神経痛と SUNHA（（菊井祥二先

生），発作性片側頭痛と持続性片側頭痛（滋賀

健介先生），わが国のインドメタシン反応性頭

痛の治療（仁平敦子先生），特発性口腔顔面痛

（石垣尚一先生）にお願いした．歯科と更に

連携が強まると考えられた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターベンション治療の診療連携事業 

慢性疼痛では、生物心理社会モデルに基づ

いた患者評価のもとに治療方針をたてること

が重要で、適切な評価をした上でインターベ

ンショナル治療を行うと痛みが軽減・緩和さ

れ患者の生活の質（QOL）が改善されることが

多い。また、インターベンショナル治療は、

痛みが緩和することでリハビリテーション、

運動療法が行いやすくなり、多職種によるチ

ーム医療が行いやすくなるメリットがある。

しかし、インターベンショナル治療は専門家

以外の医療従事者にその内容と適応が十分に

理解されているとはいえず、効果的な診療連

携を推進するために非専門家向けの啓蒙が重

要課題である。 

令和元年度に開催したインターベンショナ

ル痛み治療セミナーでは、麻酔科ペインクリ

ニック医に加えて整形外科、内科の医師、理

学療法士、看護師の方々に適応・手技などに

ついて紹介・意見交換を行い、参加者から理

解が深まったと大きな反響があったが、非専

門家向けのセミナーであることがわかりにく

いとの指摘があった。令和 2年度は、より非

専門家向けのセミナーを開催してさらに啓蒙

を進めていく方針とし、「非専門家に知ってほ

しいインターベンショナル痛み治療セミナ

ー」を企画した。令和 3年度は、インターベ

ンショナル痛み治療の代表的な適応である運

動器慢性痛に焦点を当て、具体的な診療連携

推進における課題を議論して参加者と共有す

るため、脊椎外科医、超音波ガイド下インタ

ーベンションを専門とする整形外科医、理学

療法士の 3名を演者とするシンポジウムを企

画した（令和 4年 2月 23日に開催予定）。コ

ロナ禍の状況によりオンライン開催予定とな

ったが、整形外科医、理学療法士、麻酔科医

以外にも多職種の参加申込があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科・口腔外科の診療連携事業 

歯科・口腔外科領域においても、筋・筋膜

性疼痛、神経障害性疼痛、舌痛症、非定型歯

痛など、慢性痛への対応が必要な症例は少な
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くない．大阪大学歯学部附属病院では、この

ような症例の紹介を受け診療にあたっている．

その際、口腔顔面領域に疼痛が発現する頭痛

に関する知識や，認知行動療法など精神心理

学的な対応が必要となる。このためには歯科

を含めた集学的診療体系の構築が不可欠であ

り、令和 2年度に引き続き以下の活動を行な

った。 

まず，2021年 12月 5日に、「歯科医のため

の Headache Academy 〜三叉神経・自律神経

性頭痛（TACs)の診かた〜」をテーマとしたセ

ミナーを開催した。本セミナーでは 120名の

参加者を集め、歯科医師にとって必要な頭痛

の知識について、10名の講師による講演が対

面および Webのハイブリッド開催形式で行な

われた。 

次に，2022年 2月 6日に、「歯科・口腔外

科領域における痛みのとらえ方と集学的診療

の必要性」をテーマとしたセミナーを開催し

た。本セミナーも，104名の参加者を集め，6

名の講師から集学的立場からの診療介入、生

物心理社会学的診療介入について講演が行な

われたのち、歯科からの講師 3名が 1症例ず

つ歯科特有と思われる症例を呈示し、心療内

科や理学療法の立場から討論や質疑応答を行

ない、歯科口腔外科領域における慢性痛に対

する集学的治療の模擬体験を行い，より参加

者の理解を深めることに努めた。 

今後も、このような活動を通じて、歯科を

含む慢性疼痛診療システムを普及させ、歯

科・口腔外科領域における人材養成を継続し

ていく必要があることの重要性が確認された。

また、慢性頭痛の診療連携事業と合同開催の

セミナーは、定期的に開催を希望する参加者

が多かったため、次年度以降も連携して広報，

啓発を進めていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療介護連携の事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本は諸外国に例をみないスピードで高齢

化が進行しており、65歳以上の人口は既に

3500万人を超え、2042年の約 3900万人でピ

ークを迎えるが、その後も 75歳以上の人口割
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合は増加し続けることが予想されている。こ

のような状況の中、団塊の世代が 75歳以上と

なる 2025年以降、介護の需要が更に増加する

ことが見込まれている。厚生労働省は、高齢

者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のも

とで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、地域の包括的な支援・サービス提

供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推

進している。高齢者における第一の愁訴であ

る疼痛を抱えても、自宅等の住み慣れた生活

の場で療養し、自分らしい生活を続けられる

ためには、地域における医療・介護の関係機

関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医

療・介護の提供を行うことが求められている。  

 本モデル事業では今年度 2回のセミナーを

開催して医師・看護師・療法士だけでなく、

介護地域包括の職員・ケアマネージャー・介

護士にも自主的に参加頂き、疼痛を訴える高

齢者に対して多職種協働により医療・介護を

一体的に提供できる体制を構築するための取

組みを行なった。 

 

Ｄ．考察 

学際的痛みセンターでは、単一診療科にお

いて治療に難渋している難治性慢性痛患者に

対して、器質的な面に加えて、機能的、精神

心理要因および社会的な要因を多面的に評価

し、運動療法、心理療法、インターベンショ

ナル治療、薬物療法のうち個々の患者のあっ

た治療を組み合わせることで、QOLの上昇、

さらには痛みの軽減が図れると考えられた。 

看護師、医師、臨床心理士（公認心理師）、理

学療法士の多職種による患者評価を行うと、 

しっかりとした治療方針がたてられることは

明らかであるが、費用対効果、診療報酬、病

院経営など現実の医療に落とし込むことが、

課題である。 

昨年度は、多忙な医療者が同じ時間帯に集

合してカンファレンスすること、同じ日に多

職種で評価することが困難となった苦しい１

年であった。その反省から、毎週同じ日に多

職種で評価する曜日を設定できるようにして、

その日に学際的痛みセンターチームカンファ

レンスを行った。 

今年度の体制は、オーストラリアのシドニ

ーペインセンタースタイルで、午前中に看護

師、医師、理学療法士、臨床心理士（公認心

理師）が、多面的に評価し、ランチ meeting

（ランチタイム）で学際ペインカンファレン

スする体制に近い。 

今後の新しい体制で、さらに当院緩和ケア

でヨガ療法をしている精神科医なども巻き込

んでいければと考えている。 

 また労働者年代では、慢性疼痛患者のプレ

ゼンティイズム、アブセンテイズムの改善度

を評価し、医療経済から慢性疼痛に治療の重

要性、慢性疼痛に対する痛みセンターでの集

学的治療の有用性をデータ化していく必要が

あると考えられる。症例数は少ないものの、

慢性疼痛患者ではプレゼンティイズムは 40%

～50%パフォーマンスが低下していることが

認められている。今後、慢性疼痛患者ではプ

レゼンティーズムがどれだけあって、どれだ

け改善するか、社会に対するアウトプットと

して必要不可欠と考えている。 

 

Ｅ．結論 

滋賀医科大学学際的痛み治療センターでの

集学的患者評価、運動療法、心理療法を含め

た集学的治療の治療経験から、非常に高い効

果があることは間違いない。またそのような

施設が、通常の医療でなければ慢性痛難民が

あふれることになる。そこらいかに国民が痛

みセンターがなければ、困ることになるか、

アンケートデータを厚労省、政府に示してい

くこともたいへん重要と考えている。 

慢性痛の治療にあたっては、複雑化した痛

みの病態を器質的な面からだけでなく、多面

的に分析し、治療につなげる“学際的痛みセ

ンター”と地域連携構築の両輪が必要不可欠

である。 

今後は、痛みセンターがなかれなどれだけ

困るかという国民のニーズを示すこと、また

地域の均てん化、いかに地域医療をカバーす

る診療体制を構築するかが課題であると考え

られる。 
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